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確
定
申
告
期
間
前
に
申
告
書
の
提
出
が
で
き
ま
す

所
得
税
の
還
付
申
告
事
前
説
明
会

給
与
や
年
金
か
ら
源
泉
徴
収
さ
れ
た

り
予
定
納
税
し
た
所
得
税
額
が
年

間
の
所
得
税
額
よ
り
多
い
と
き
は
、
確
定

申
告
で
納
め
過
ぎ
の
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の
申
告
を『
還

付
申
告
』
と
言
い
ま
す
。
三
島
税
務
署
と

市
役
所
で
は
、
還
付
申
告
者
を
対
象
に
事

前
説
明
会
と
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

会
場
で
は
、
確
定
申
告
期
間
前
で
も
申

告
書
の
記
載
・
提
出
が
で
き
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

と　　き と こ ろ
2 月 3日（金）、
6日（月）、7日（火） ９：30～ 16：30 函南町役場２階大会議室

2 月 1日（水）、
10日（金） ９：30～ 16：15 伊豆市役所本庁舎別館

２階大会議室

2 月 8日（水） ９：30～ 16：15
伊豆の国市役所大仁庁舎
２階第１会議室

 

各
控
除
に
必
要
な
も
の

■  三島税務署職員による還付申告事前説明会  ■

 

対
象
と
な
る
人

● 

源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
が
あ
る
給
与

所
得
者
や
年
金
所
得
者
な
ど
で
、
雑
損
控

除
、
医
療
費
控
除
、
寄
附
金
控
除
、
住
宅

借
入
金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る
人

  伊豆の国市役所大仁庁舎

  伊豆市役所本庁舎別館

  函南町役場

三島税務署職員による相談会の問合せ　三島税務署　☎ 055-987-6711
市役所相談会の問合せ（左ページ日程）　課税課　☎ 055-948-2918

と　　き と こ ろ
2 月 6日（月）

7日（火）
9日（木）
10日（金）
13 日（月）
14 日（火）
15 日（水）

【受付時間】
午前の部
９：00
　～ 11：00
午後の部
13：00
　～ 16：00

伊豆の国市役所
大仁庁舎
２階第 1会議室

＊  9 日（木）は三島税務署職員が出張します。
＊ 混雑する場合は、受付時間終了前でも受付を打ち切
る場合があります。

■  市役所相談会  ■

● 

年
末
調
整
で
控
除
し
な
か
っ
た
社
会
保

険
料
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除
、
地
震

保
険
料
控
除
、
障
害
者
控
除
、
寡
婦
控

除
、
配
偶
者
控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
、

扶
養
控
除
な
ど
を
受
け
る
人

● 

給
与
所
得
者
で
、
年
の
途
中
で
退
職
し

て
年
末
調
整
が
で
き
な
か
っ
た
人

＊ 

昨
年
か
ら
個
別
呼
び
出
し
通
知
は
送
付
し
て

い
ま
せ
ん
。
昨
年
の
申
告
書
と
見
比
べ
る
な

ど
し
て
、資
料
を
整
え
て
お
越
し
く
だ
さ
い
。

一
度
も
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
ま

た
は
白
色
申
告
者
の
事
業
専
従
者
で
な
い
こ
と

　

ニ　

 

ほ
か
の
人
の
扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と 

　

ホ　

 

年
間
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
超
76
万
円

未
満
で
あ
る
こ
と

■   

扶
養
控
除  

■

　

用
意
す
る
書
類
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
会
場

で
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
控
除
対
象

扶
養
親
族
と
は
、
扶
養
親
族
の
う
ち
、
そ
の
年

12
月
31
日
現
在
の
年
齢
が
16
歳
以
上
の
人
を
い

い
、
そ
の
年
の
12
月
31
日
（
納
税
者
が
年
の
中

途
で
死
亡
ま
た
は
出
国
す
る
場
合
は
そ
の
時
）

の
現
況
で
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
に
当
て
は
ま

る
人
で
す
。

＊ 

出
国
と
は
、
納
税
管
理
人
の
届
出
を
し
な
い
で
国

内
に
住
所
・
居
所
を
有
し
な
い
よ
う
に
な
る
こ
と

を
い
い
ま
す
。

① 

配
偶
者
以
外
の
親
族
（
６
親
等
内
の
血
族
・
３
親

等
内
の
姻
族
）
ま
た
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
養
育

を
委
託
さ
れ
た
児
童
（
い
わ
ゆ
る
里
子
）
や
市
町

村
長
か
ら
養
護
を
委
託
さ
れ
た
老
人
で
あ
る
こ
と

②
納
税
者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
こ
と

③
年
間
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と 

④ 

青
色
申
告
者
の
事
業
専
従
者
と
し
て
そ
の
年
を
通

じ
て
一
度
も
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

ま
た
は
白
色
申
告
者
の
事
業
専
従
者
で
な
い
こ
と

■   

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除  

■

　

各
種
書
類
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

三
島
税
務
署（
☎
０
５
５（
９
８
７
）６
７
１
１
）ま
た

は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（http://w
w
w
.nta.go.jp

）『
暮
ら

し
の
税
情
報
マ
イ
ホ
ー
ム
を
持
っ

た
と
き
』
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■  

雑
損
控
除  

■

＊
広
報
平
成
23
年
11
月
号
21
ペ
ー
ジ
参
照

①
災
害
を
受
け
た
資
産
の
明
細
書

②
被
災
等
の
証
明
書

③
災
害
等
に
関
連
す
る
支
出
の
領
収
書

■  

医
療
費
控
除  

■

① 

平
成
23
年
中
に
支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

② 

高
額
療
養
費
、
出
産
一
時
金
、
保
険
金
、
損

害
賠
償
金
な
ど
を
受
け
取
っ
た
場
合
は
そ
の

金
額
の
わ
か
る
も
の
。

＊ 

領
収
書
は
病
院
や
診
療
を
受
け
た
人
ご
と
に
分
け

て
金
額
を
合
計
し
、
メ
モ
用
紙
な
ど
に
整
理
し
て

き
て
く
だ
さ
い
（
市
役
所
に
医
療
費
控
除
用
の
封

筒
が
あ
り
ま
す
）。

■  

社
会
保
険
料
控
除  

■

　

国
民
年
金
・
健
康
保
険
な
ど
の
支
払
い
金
額

の
わ
か
る
も
の

＊ 

国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い
て
は
日
本
年
金
機
構
か

ら
送
付
さ
れ
る
控
除
証
明
書
の
提
示
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

＊ 

証
明
書
な
ど
を
紛
失
し
て
納
付
金
額
が
わ
か
ら
な

い
場
合
は
、
日
本
年
金
機
構
（
控
除
証
明
専
用
☎

０
５
７
０
（
０
７
０
）
１
１
７
）
ま
た
は
三
島
年

金
事
務
所
（
☎
０
５
５
（
９
７
３
）
１
４
４
４
）

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■   

生
命
保
険
料
控
除
・
地
震
保
険
料
控
除

　

   （
旧
長
期
損
害
保
険
料
控
除
を
含
む
）  

■

　

保
険
会
社
等
が
発
行
す
る
控
除
証
明
書

■   

障
害
者
控
除  
■

　

障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、
市
町
村
長
が

発
行
す
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
な
ど（
本

人
、
扶
養
親
族
分
）

■  

寄
附
金
控
除  

■

① 

政
治
活
動
に
関
す
る
寄
附
金
に
つ
い
て
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
等
の
確
認
印
の
あ
る
『
寄

附
金
（
税
額
）
控
除
の
た
め
の
書
類
』

＊ 

確
定
申
告
書
の
提
出
時
に
書
類
が
間
に
合
わ

な
い
場
合
は
、
寄
附
金
の
受
領
書
の
写
し
を

添
付
し
て
申
告
し
、
後
日
税
務
署
に
提
出
。

② 

そ
の
他
の
寄
附
（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
義

援
金
を
含
む
）
は
、
寄
附
し
た
団
体
等
か
ら

の
寄
附
金
の
受
領
証

③ 

一
定
の
特
定
公
益
増
進
法
人
・
公
益
社
団
法

人
等
に
対
す
る
寄
附
に
つ
い
て
は
、
法
人
が

適
格
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
証
明
書
等
の
写
し

■  

寡
婦
控
除  

■

　

用
意
す
る
書
類
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
会
場

で
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
対
象
者
は

次
の
と
お
り
で
す
。

① 

夫
と
死
別
ま
た
は
離
婚
後
に
婚
姻
し
て
い
な
い
人

な
ど
で
、
扶
養
親
族
が
い
る
人
ま
た
は
生
計
を
一

に
す
る
子
が
い
る
人
（
こ
の
場
合
の
子
は
、
総
所

得
金
額
等
が
38
万
円
以
下
で
、
他
の
人
の
控
除
対

象
配
偶
者
や
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
な
っ
て
い
な

い
人
に
限
る
）

② 

夫
と
死
別
後
婚
姻
し
て
い
な
い
人
な
ど
で
、
合
計

所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
以
下
の
人
（
扶
養
親
族

な
ど
の
要
件
は
な
し
）

＊ 

な
お
、
寡
婦
に
該
当
す
る
人
が
次
の
す
べ
て
の
要

件
を
満
た
す
と
き
は
、『
特
定
の
寡
婦
』に
該
当
し
、

寡
婦
控
除
の
額
を
増
額
す
る
特
例
が
あ
り
ま
す
。 

　

イ　

 

夫
と
死
別
ま
た
は
離
婚
後
に
婚
姻
し
て
い
な

い
人
や
夫
が
生
死
不
明
な
一
定
の
人 

　

ロ　

扶
養
親
族
で
あ
る
子
が
い
る
人 

　

ハ　

合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
以
下

■  

寡
夫
控
除  

■

　

用
意
す
る
書
類
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
会
場

で
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。対
象
者
は
、

納
税
者
本
人
が
そ
の
年
の
12
月
31
日
の
現
況

で
、
次
の
す
べ
て
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
人
。

①
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
以
下

② 

妻
と
死
別
ま
た
は
離
婚
後
に
婚
姻
し
て
い
な
い
な

ど
の
人

③ 

生
計
を
一
に
す
る
子
が
い
る
人
（
こ
の
場
合
の
子

は
、
総
所
得
金
額
等
が
38
万
円
以
下
で
、
他
の
人

の
控
除
対
象
配
偶
者
や
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
な

っ
て
い
な
い
人
に
限
る
）

■   

配
偶
者
控
除  

■

　

用
意
す
る
書
類
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
会
場

で
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
控
除
対
象

配
偶
者
と
は
、そ
の
年
の
12
月
31
日
の
現
況
で
、

次
の
す
べ
て
の
要
件
に
当
て
は
ま
る
人
で
す
。

① 

民
法
の
規
定
に
よ
る
配
偶
者
で
あ
る
こ
と
（
内
縁

関
係
の
人
は
該
当
し
ま
せ
ん
。）

②
納
税
者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
こ
と

③ 

年
間
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
以
下

④ 

青
色
申
告
者
の
事
業
専
従
者
と
し
て
そ
の
年
を
通

じ
て
一
度
も
給
与
の
支
払
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

ま
た
は
白
色
申
告
者
の
事
業
専
従
者
で
な
い
こ
と

■   

配
偶
者
特
別
控
除  

■

　

用
意
す
る
書
類
は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
会
場

で
そ
の
旨
を
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
配
偶
者
特

別
控
除
は
夫
婦
の
間
で
互
い
に
受
け
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん
。
要
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

① 

控
除
を
受
け
る
人
の
そ
の
年
に
お
け
る
合
計
所
得

金
額
が
１
，０
０
０
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と

② 

配
偶
者
が
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
こ
と

　

イ　

 

民
法
の
規
定
に
よ
る
配
偶
者
で
あ
る
こ
と

（
内
縁
関
係
の
人
は
該
当
し
ま
せ
ん
）

　

ロ　

納
税
者
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る
こ
と

　

ハ　

 

青
色
申
告
者
の
事
業
専
従
者
と
し
て
そ
の
年
に

 

必
ず
ご
用
意
く
だ
さ
い

● 

平
成
23
年
分
の
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収

票
ま
た
は
公
的
年
金
の
源
泉
徴
収
票

● 

還
付
金
を
受
け
る
金
融
機
関
の
口
座
番

号
が
わ
か
る
も
の
（
本
人
名
義
の
口

座
）、
認
印

 扶養控除の見直しが
行われました。
① 年齢 16 歳未満の扶養親族
（以下『年少扶養親族』）に
対する扶養控除が廃止さ
れ、扶養控除の対象が、年
齢 16歳以上の扶養親族（以下『控除対象扶養親族』）
とすることになりました。
② 年齢 16 歳以上 19 歳未満の人に対する扶養控除の
額が38万円とすることとされました。これに伴い、
特定扶養親族の範囲が、年齢 19 歳以上 23 歳未満
の控除対象扶養親族に変更されました。

 同居特別障害者加算の特例措置が変わりました。
　年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されたことに
伴い、居住者の控除対象配偶者または扶養親族が同居
特別障害者である場合に配偶者控除または扶養控除の
額に 35万円を加算する措置は、同居特別障害者に対
する障害者控除の額を１人につき 75万円（特別障害
者である場合の障害者控除額 40 万円に 35 万円を加
算した額）とする制度に改められました。

所得税法
の改正に
ご注意！


